
最高裁判所 契約監視委員会 議事概要 

開 催 日 及 び 場 所  平成２９年１月２３日(月) 最高裁判所中会議室 

 

委    員 

委員長 野 澤 正 充（立教大学大学院法務研究科委員長） 

委 員 根 本   清（元会社員） 

委 員 山 内 久 光（弁護士） 

対  象  期  間 平成２８年４月１日～平成２８年９月３０日 

 

１.契約の現状等の説明 

(1) 平成２８年度上半期における契約状況について 

(2) 予定価格の積算方法等 

(3) 図書調達の適正な契約のあり方について 

２.個 別 審 議 案 件         

       （５件） 

契 約 件 名      ：金杯等の購入 

契 約 金 額      ：3,969,626円 

契約締結日      ：平成２８年５月２４日 

契 約 方 式      ：一般競争入札 

契 約 庁      ：最高裁判所 

契 約 件 名      ：最高裁判所ウェブサイトに掲載する裁判例の英訳

業務 

契 約 金 額      ：6,486,480円 

契約締結日      ：平成２８年４月１日 

契 約 方 式      ：一般競争入札 

契 約 庁      ：最高裁判所 

契 約 件 名      ：情報化及び全体最適化の推進等に係るＣＩＯ等に

対する指導・支援・助言等のＣＩＯ補佐官業務 

契 約 金 額      ：51,570,000円 

契約締結日      ：平成２８年４月１日 

契 約 方 式      ：一般競争入札（総合評価落札方式） 

契 約 庁      ：最高裁判所 

契 約 件 名      ：図書及び雑誌等の製本作業 

契 約 金 額      ：2,267,568円 

契約締結日      ：平成２８年６月２３日 

契 約 方 式      ：一般競争入札 

契 約 庁      ：最高裁判所 

契 約 件 名      ：最高裁判所庁舎防犯及びＩＴＶシステム点検保守 

契 約 金 額      ：1,620,000円 

契約締結日      ：平成２８年４月１日 

契 約 方 式      ：一般競争入札 

契 約 庁      ：最高裁判所 



次回抽出委員の指定 山内委員を次回委員会における審議案件抽出委員に指定 

委 員 か ら の 意 見 ・

質 問 ， そ れ に 対 す

る回答等  

別紙のとおり 

委員会による意見の

具申又は勧告の内容 

なし 



（別紙） 

 

質 問 ・ 意 見 

 

回  答 等 

 

１ 契約の現状等の説明 

 (2)  予定価格の積算方法等 

 

（問）極端な低落札の案件について，結果

的に契約履行できないといったことが

ないようにチェックするということだ

ったが，これまで契約の履行ができな

いなど実際に困ったような事案はなか

ったか。 

 

（問）極端な低落札の案件に関し，全てチ

ェックするということではなく，事案

や基準などに応じて，契約履行に関す

るチェックを行うということか。 

 

 

 

 

 (3)  図書調達の適正な契約のあり方につ

いて 

 

（問）図書の購入について，一括調達のメ

リットはあるのか。 

 

 

 

 

 

２  個別審議案件 

(1)  金杯等の購入 

 

（問） 金杯及 び木杯 の使用 目的か らす

れ ば ， 毎 年 調 達 を 行 っ て い る と い

う こ と か 。 入 札 説 明 書 を 配 布 す る

時期も同じ時期ということか。  

 

 

 

 

 

（答）少なくとも近年の最高裁の低落札

案件について，契約履行ができなく

なったなどという問題は生じていな

い。 

 

 

 

（答）低落札の案件に関し，物品の購入

以外については，各省各庁の基準に

基づき調査できることになってお

り，最高裁においても要件を定め

て，設定した基準額を下回る場合に

は調査を実施したうえで最終的な落

札者を決定している。 

 

 

 

 

（答）割引率によるところではあるが，

六法全書等全庁で必要になるものに

ついては，購入する冊数が多いた

め，スケールメリットがあると考え

ている。 

 

 

 

 

 

（答）毎年，ほぼ同時期に調達を行って

いる。 

 

 

 



（問） 一者入 札につ いて問 題意識 を持

っ て い る よ う で あ る が ， 業 者 へ の

働 き か け に つ い て ， 広 く 知 ら し め

る た め に ど の よ う な 方 法 を と っ て

いるのか。  

 

（問） そうで あると すると ，業者 に対

し て 周 知 は し て い る け れ ど も ， な

か な か 応 札 し て く れ な い と い う こ

と な の か ， そ れ と も ， そ も そ も あ

ま り 知 ら れ て い な い と い う こ と に

なるのか。  

 

（問） それは 個別 の 業者に 対して 電話

を か け て 周 知 し て い く と い う 方 法

を考えているということか。  

 

 

 

（問） 実際に 業務を 扱える 応札可 能な

業者は複数者いるのか。  

 

 

 

 

 

（意見）一者のみ密に連絡をする方法は若

干の違和感もある。確かに，周知方法

についての制約は多いとも思われる

が，周知を欠いているのであれば，競

争の前提を欠くことに繋がるため，周

知のための個別の働きかけを行うこと

が相当ではないかと考える。 

 

 

(2)  最高裁判所ウェブサイトに掲載する

裁判例の英訳業務 

 

（問）落札業者の統一資格の等級は何か。 

 

（答）入札公告をインターネット上に掲

載する方法により，多くの業者が閲

覧可能な状態としている。 

 

 

 

（答）後者に該当するのではないかと考

えられるため，業者に対する働きか

けを積極的に行っていきたいと考え

ている。 

 

 

 

（答）そういう周知方法になると考えて

いる。例えば，過去の調達記録を確

認し，記録上に記載されている業者

にあたっていくという方法も考えて

いる。 

 

（答）インターネットなどで確認をする

と，金杯や木杯を扱っている業者は

複数者いるので，同者に連絡をする

方法もあると考えている。この点に

ついては，今後の検討課題とさせて

いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（答）本業者はＣ等級である。なお，本

件調達はＣ等級案件であるが，上位



 

 

（問）対象を広げた上で２者の入札参加と

なっているということか。 

 

（問）入札説明書を受領した１３者の技術

力等はどの程度か。 

 

（問）受注者の技術力確保が重要であるこ

とは理解したが，今後，応札者をどの

ように増やしていくのか。 

 

 

（問）成果物の内容確認は誰が行っている

のか。 

 

 

(3)  情報化及び全体最適化の推進等に係

るＣＩＯ等に対する指導・支援・助

言等のＣＩＯ補佐官業務 

 

（問）ＣＩＯ補佐官というのは，ＣＩＯと

いう役職の方がいて，何か問題があっ

たり，分からないことがあったりした

場合にサポートする業務を担うという

イメージでよいか。 

 

（問）本件の予定価格の積算について説明

されたい。 

 

 

 

 

 

（問）ＣＩＯ補佐官は，裁判所の情報施策

について大きな流れを担っていると思

うが，裁判所のシステム全体を最適に

する視点からすると，ある程度連続性

が必要になると思うが，連続性の確保

はどのように考えているのか。 

Ａ等級まで対象を拡大している。 

 

（答）そのとおりである。ただし，入札

説明書は１３者が受領している。 

 

（答）実際に技術審査願は提出されてお

らず，能力の確認はできていない。 

 

（答）業者へのヒアリングを継続し，一

定のレベルにある業者に対してアプ

ローチしていく必要があると考えて

いる。 

 

（答）検査職員が日本語訳と対照して確

認している。 

 

 

 

 

 

 

（答）そのとおりである。ＣＩＯである

情報政策課長に限らず，情報政策課

が業務を進める上で確認を求める必

要が生じた場合等に，ＣＩＯ補佐官

から助言を受けている。 

 

（答）概要は，仕様書記載のＣＩＯ補佐

官等の業務単価につき市場調査を実

施した上で，その結果を踏まえて適

正な単価を算出し，その単価に仕様

書記載の作業時間を乗じる方法によ

り積算している。 

 

（答）連続性を維持するため，業者が交

代する時に，裁判所のシステムの状

況や，裁判所の情報施策の流れにつ

いて十分な説明を行うことなどが必

要であると考えている。 

 



 

（問）他の官公庁の調達制限や参加資格要

件も同様ということでよいか。 

 

 

 

 

（意見）他の官公庁の参加資格要件と比較

してみられてはどうかと思う。 

 

（問）ＣＩＯ補佐官は，裁判所においては

最高裁のみに設置しているという理解

でよいか。 

 

 

(4)  図書及び雑誌等の製本作業 

 

（問）この契約で求める補修は難しい作業

なのか。 

 

 

 

（問）そうであれば，補修のレベルを明確

にした場合，入札参加者は増えること

になるのか。 

 

 

(5)  最高裁判所庁舎防犯及びＩＴＶシス

テム点検保守 

 

（問）平成２９年度から性質随意契約にす

るということか。 

 

（問）システム発注の際に，保守・点検作

業も一体で発注するという考え方はな

いのか。 

 

 

 

（問）警備に関するソフトウェアの使用に

 

（答）本業務を受注することに伴う調達

制限については，他の省庁も同様に

制限している。受注者に求める要件

については，他の省庁の情報は持ち

合わせていない。 

 

 

 

 

（答）はい。 

 

 

 

 

 

 

（答）業者にはハードカバーをつけるだ

けの補修をお願いしている。完全に

ボロボロになった本の補修等につい

ては，この契約の対象外である。 

 

（答）そのように考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

（答）そのとおりである。 

 

 

（答）設備導入の際に保守まで含めるこ

とも考えられたと思うが，当時のカ

タログや記録が見当たらないため，

どのような調達を行ったかは不明で

ある。 

 

（答）ない。 



当たって，特に不都合等はないのか。 

 

（意見）本件調達を性質随意契約とするこ

とに問題はないものと考える。 

 

 


